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い形でごらんいただけるような維持管理、この

３つがあるというふうに思ってます。 

 これをやはり地元のボランティアとか、ある

いは山岳会の人々のボランティアに頼るんじゃ

なくて、私どもも観光という視点でいえば、何

らかの重点な、あるいはそういった活動の支援

も必要ですし、今、私どものほうで考えてるの

は、平成30年度の当初予算において、地域おこ

し協力隊で、ぜひ長井で山岳自然観光推進活動

をやりたいという大学４年生の方の希望があり

ますので、そういった方の予算を計上しており

まして、山岳やアウトドアに通じた人材を登用

しまして、都会のほうからの視点からも長井の

山岳の魅力アップを図っていきたいと考えてお

ります。 

○渋谷佐輔議長 １番、宇津木正紀議員。 

○１番 宇津木正紀議員 市長の前向きの答弁あ

りがとうございます。地域づくり協力隊、大い

に期待したいと思います。 

 先ほど市長からも１泊という、山に泊まって

という答弁もありましたが、２月24日、25日に

葉山に10人で泊まってきました。肉とか野菜と

か、うどんとか缶詰とかスープとか、それ１人

当たり2,500円で、10人で２万5,000円、おりて

きて「まる久」でラーメンを食べて、チャーシ

ュー麺800円が６つと馬肉ラーメンが４つで、

全部合わせて３万2,400円、このほかにコンビ

ニとか道の駅とかお風呂とかガソリンスタンド

とかの効果があり、山岳観光も経済波及効果が

あるのではないかと感じました。 

 時間をオーバーしてしまいました。大変申し

わけありません。これで質問を終わります。 

○渋谷佐輔議長 ここで、昼食のため暫時休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５９分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 平 進介議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位８番、議席番号５番、平 

進介議員。 

  （５番平 進介議員登壇） 

○５番 平 進介議員 本定例会における一般質

問は、空き家の適切な管理促進に向けて並びに

ＩＷＣ（インターナショナル・ワイン・チャレ

ンジ）山形県開催に向け、地場産日本酒の売り

込みをについての２件であります。当局の前向

きな答弁をお願いいたします。 

 なお、議長の許可を得まして、お手元に資料

をお配りしておりますので、ごらんいただきた

いと思います。 

 初めに、大項目の１、空き家の適切な管理促

進に向けてについてであります。 

 市では、ことし１月、長井市空家等対策計画

を策定しました。期間は平成29年度から10年間

としています。近年、少子高齢化や人口の減少、

核家族化の進展などを背景に全国的に空き家の

数が増加、周辺へ悪影響を及ぼす空き家等も生

じており、老朽化による倒壊を初め防火・防犯、

衛生面など住民生活に深刻な影響を及ぼしてい

る状況があります。 

 このたびの計画は、市民生活環境の保全を図

るため定めたものであります。建物を全て取り

壊し、更地にして転出される方もおりますが、

固定資産税の住宅用地に係る特例措置等のかか

わりで、建物をそのままにしておくという方も

多いように感じます。 
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 計画を見ますと、１世帯当たりの人員の変化

では、平成７年は世帯数9,058で、１世帯当た

りの人員は3.6人でしたが、20年後の平成27年

は世帯数9,109で、世帯数が増加しているにも

かかわらず、１世帯当たりの人員は3.0人と0.6

人減少しています。0.6人の減少という数字は

少ない感じもしますが、世帯数を掛けたものが

人口となりますから、この間で約5,000人減少

したことになります。 

 税務課の資料、新築アパート棟数の推移によ

れば、平成24年から平成28年の５年間で42棟も

のアパートが建設され、274戸がふえています。

私は、少し異常なアパートラッシュのような感

じがします。水道事業会計でも戸数がふえてい

ます。水道事業会計では、平成30年度の給水戸

数を１万150戸としていますが、これは前年度

と比較して100戸多くなっており、ここ数年は

増加傾向であります。新築アパートの274世帯

分の増については、市外からの転入者や古いア

パートからの転居者なども考えられ、単純にこ

の世帯数が増加したとは言えませんが、それで

も核家族化は間違いなく着実に進んでいるとい

うことが言えると思います。 

 そして、核家族化の進行は、以前の多世代型

同居という家族構成の中で受け継がれてきた知

識や経験値が生かされにくくなり、家庭で相談

できる経験者が少ないことなどから、出産や子

育てに対する不安というものも大きく膨らんで

いる状況にあるのではないかと推察します。 

 核家族化は、現代日本の大きな潮流のように

なっていますが、「ライフシフト100年時代の

人生戦略」の著者であるイギリスのリンダ・グ

ラットン氏は、著書の中で、毎年公表される世

界第１位の国の平均寿命、ベストプラクティス

平均寿命を時系列でグラフ化したところ、ほぼ

一直線上に上昇する線が描かれる。日本では、

2007年、平成19年に生まれた子供、現在小学校

４年生ぐらいの子供の半数が107歳より長く生

き、2014年、平成26年に生まれた子供、３歳く

らいの子供になりますが、この場合は109歳と

述べています。生まれた子供の半数以上が100

歳を優に超える時代が間もなく到来するのです。 

 さらに、著書では、20世紀の人生のステージ

である、いわゆる教育のステージ20年、仕事の

ステージ40年、引退のステージ20年という人生

80年時代の考え方は通用せず、長寿化の進展に

より人生100年という、これまで世界が経験し

たことのない時代では、新たな人生戦略、マル

チステージの人生を開いていかなければならな

いとしています。 

 人生100年の時代において、例えば65歳で引

退するという引退のステージでは、勤労期間と

して働いている間に老後の生活資金として貯蓄

したものでは足りなくなることから、仕事のス

テージの変化や結婚を含むパートナーの選択、

そして世代間交流を伴う多世代同居型の家族構

成などが新たな人生戦略の方法の一つになるの

ではというものであります。多世代型の家族構

成、これが人生100年の時代において新たな人

生戦略の可能性があるという点に少し驚きを感

じたところであります。 

 政府が進める働き方改革は、間もなく確実に

訪れる100年ライフを見越したものだと思いま

すが、政府として国家戦略としての制度設計を

しっかり立て、健康的で心豊かな100歳を超え

る国民の人生戦略をつくり上げてほしいと願う

ばかりであります。 

 さて、話を本題に戻しますが、全国的な課題

として適切な管理が行われていない空き家等が

増加し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし

ていることから、国は特別措置法を制定し、市

は空き家等対策計画を策定しました。 

 そこで、質問に入ります。初めに、この計画

を策定したことにより、これまでと何が一番大

きく変わるのか。そして、今後の取り組みはど

うなるのかについて建設課長にお聞きいたしま
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す。端的に目玉となる概略をお聞かせください。 

 次に、固定資産税に係る住宅用地特例の対応

についてお聞きいたします。 

 住宅用地に対する課税標準の特例として小規

模住宅用地200平米以下の課税標準額は価格の

６分の１、また一般住宅用地200平米を超える

用地については課税標準額は価格の３分の１と

する特例があります。都市計画税は、小規模住

宅用地３分の１、一般住宅用地３分の２の特例

です。住宅用地特例の申請は、新築家屋の家屋

調査に訪問した際に申請書を提出してもらうと

いうことになっているようですが、人が住まな

くなり、危険家屋と目される住宅の場合の底地

については、この特例から除外すべきものでは

ないかと思うのですが、課税権のある税務課に

おいて、これまで特例を解除する権限がなかっ

たのか、そのあたりの状況について、税務課長

にお聞きをいたします。 

 次に、特定空き家等実態調査結果の老朽危険

度Ｄランクは一致するかについて、建設課長に

お聞きをいたします。 

 計画では、平成29年３月時点で空き家等が

460戸あるとしています。そのうち倒壊や建材

等の飛散など危険が切迫しており、緊急度が極

めて高い解体が必要と思われるとするＤランク

が72戸です。 

 一方、計画で規定する特定空き家等は、国の

ガイドラインの４つの項目から判断するとして

います。１つ目は、そのまま放置すれば倒壊等

著しく保安上危険、２つ目は、著しく衛生上有

害、３つ目は、著しく景観を損なっている。４

つ目は、周辺の生活環境の保全を図るに不適切

の４項目です。 

 この結果、特定空き家等に指定されるのは、

老朽危険度Ｄランクの72戸から、さらにふえる

のではないかと思われるのですが、担当課とし

ての所見と今後の取り組み、そして現時点での

特定空き家等の推計件数を把握しているのであ

れば、教えていただきたいと思います。 

 また、昨年12月定例会一般質問の答弁として、

相続人不存在の空き家が８戸あり、全てＤラン

クという話でありました。この８戸の対応につ

いて、計画策定によりどう進めていくのかにつ

いてもお聞きをいたします。 

 特定空き家等の中でも緊急性を勘案する場合

の順位づけなどもあると思いますが、考え方と

進め方についてお聞きをいたします。 

 次に、空き家等の利活用の項目では、空き家

等の除却を行う場合の助成対象費用を明示して

おります。この中で、助成対象費用は除却工事

費プラス除却により通常生じる損失の補償費と

していますが、これは何を指すのでしょうか。

例を挙げて示していただければありがたいと思

います。建設課長にお聞きをいたします。 

 また、平成30年度当初予算の住宅費に空家等

適正管理事業として15節工事請負費400万円、

19節負担金補助及び交付金に特定空き家除却補

助金800万円を計上しております。この中で、

特に所有者等個人に対する除却補助金の額につ

いて補助要綱を定めているのであれば、お聞か

せいただきたいと思います。 

 次に、自治会等が除却する場合も補助対象に

できないかという項目に移ります。 

 計画では、事業主体は地方公共団体と民間の

例を挙げております。除却については、基本は

当然所有者等がしなければならないわけですが、

さまざまな事情があって手をかけられずに特定

空き家等に指定されてしまったわけですから、

その辺の事情については、その地域の自治会等

が最も熟知していると思いますし、所有者等の

話し合いもスムーズにいくことが十分考えられ

ます。 

 この４月から、いよいよ３地区でコミュニテ

ィセンター化が始まります。空き家対策は、地

域課題の大きなテーマとなっていくものと思い

ますし、後ほど質問します空き家の利活用も含
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め、コミュニティセンター化は、これからの地

域づくりに大きな期待と今後のまちづくりに大

きな影響を及ぼす大切な転換であり、進展だと

思います。 

 今年度改定される長井市都市計画マスタープ

ランでは、目指す都市構造として、新たにコン

パクトシティプラスネットワークとして核とな

る中央地区を中心に５地区を小さな拠点とし、

そこを交通ネットワークで結び、市内全域にお

ける生活の利便性を高めようとしております。

そうした意味でも、地域コミュニティの自主性

を育て、地域住民自治を促進するのが市の役割

でありますし、平成31年度から始まる他の地区

も含め、この数年間は極めて大事な期間となり

ます。 

 自治会等への補助を行っている例として、岐

阜県郡上市があります。昨年８月に空家等対策

計画を策定し、特定空き家等の除却に係る補助

制度を創設しております。その中に、所有者等

の承諾を得た自治会や地区会が主体となり、計

画的に特定空き家等が除却されることを目指し

ますとし、既に危険空き家解体撤去支援事業補

助金交付要綱を定めているようでありますので、

長井市でも、これらを参考に検討いただきたい

と思うのですが、いかがでしょうか。市長にお

伺いいたします。 

 次に、固定資産税の減免制度のインセンティ

ブを設け、除却促進を図れないかについてお聞

きをいたします。 

 特定空き家等の除却を行う場合の費用補助制

度ができるということで、推進を図るための大

変いい措置ができたと思います。その反面、取

り壊しした後は、住宅用地特例の適用が解除さ

れるため、敷地の固定資産税が更地並みの額に

戻ることから、空き家の除却が進みにくいとい

うことも要因の一つになっています。 

 そこで、除却後も固定資産税の減免を数年間

適用するといったインセンティブを設けること

によって、空き家対策が進むのではないかと考

えます。全国的には、こうした先進事例もある

ようですので、ぜひ検討いただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。市長にお伺いいたし

ます。 

 また、この減免制度については、特定空き家

等に限らず、ランクＡ、Ｂ、Ｃといった空き家

にも対象を広げることも必要なのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、（２）空き家の利活用を推進するため

の支援策についてお聞きをいたします。 

 空き家の利活用については、空き家バンクを

初めさまざまな手法が模索されています。私は、

今回は特に空き家を住民が集う地域サロン等に

活用する場合の支援措置を中心に質問と提言を

行ってまいります。 

 計画によると、平成29年３月末現在、ランク

Ａの空き家は44戸、多少の改修工事により再利

用が可能とするランクＢの空き家は93戸ありま

す。このランクＡとＢを合わせれば市内に130

戸以上の空き家が多少手を加えれば利活用が可

能ということになります。こうした空き家を、

まだ不足していると思われる地域住民が集う地

域サロン等に活用、使用できないかという点で

あります。 

 現在、市内32カ所でミニデイサービスが行わ

れています。週に１回程度自治公民館等を会場

に開催されているようです。月に４回テーマを

設け、継続して開催することは、事務的な段取

りを行う方には大変なご負担をおかけしている

と感じますが、週に１度でも顔なじみが一堂に

会することは楽しみでもあり、生きがいにもつ

ながるものだと思いますし、大切な市の取り組

みだと感じております。 

 また、ミニデイサービスのほかにも市内を中

心に社会福祉協議会やＮＰＯによるサロンなど

の運営が行われているようであります。こうし

た活動に対し、介護保険特別会計等からも支援
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されていますが、さきの厚生委員会協議会でミ

ニデイサービスやサロンの活動をもう少し小さ

い単位で事業を展開すると、自治公民館等まで

行けない方も集まれるということもあるのでは

ないかといった説明がありました。 

 ミニデイサービスは、原則自分自身で会場ま

で行くということのようです。例えば勧進代地

区は、中部公民館と南部公民館を会場にした２

つのミニデイ組織があります。それでも歩いて

行く人には大分距離のあるところもあり、行き

たくても行けないという事情もあるようです。

午前中の宇津木議員の質問にもありましたが、

高齢者の運転による乗り合わせということにつ

いては、免許証返納の時代を考えれば課題だと

いうふうに感じます。市内全体を眺めた場合に、

そうした不便さを感じているところもあるので

はないでしょうか。 

 ＮＰＯが行っているサロンの中には、送迎に

より市内全域から集まって過ごすということも

あるようですが、もう少し小さい単位での集ま

り、いわばミニデイサービスやサロンなどを開

催するために空き家を活用できないかというこ

とを申し上げたいというふうに思います。市で

も、既にこうした検討を行っているというふう

に思いますが、特に私が申し上げたいのは、空

き家の所有者に対する固定資産税の減免制度で

す。空き家を有料で借りて事業すれば、それは

利用者の利用料へ転嫁され負担が大きくなって

しまいます。そこで、借りる空き家の固定資産

税を減免することにより、無料で、もしくは低

額でお借りすることにより利活用がしやすくな

り、事業の推進を図ることができるのではない

かということであります。貸すほう、借りるほ

うのどちらにもメリットのある話であり、こう

した制度も整えておけば、空き家対策の一環に

なるものと思います。 

 さらに、空き家を活用するためには、そのま

ま利用するということは難しいところもあると

思います。そこで、手すりやトイレ等の修繕費

の一部を補助する制度を設けてはどうかという

ことも提案したいと思います。 

 今後、こうした事業に新たに取り組むＮＰＯ

も誕生していくと思いますし、市長が考えてお

られるコミュニティセンターのＮＰＯ化なども

あります。地域みずからがさまざまな構想と創

意をめぐらし、提案と実践を繰り返しながら地

域コミュニティをつくり上げ、充実させていく。

そのための選択肢をより多く整え、地域づくり

を支援するということも行政としての重要な役

割の一つと思いますが、いかがでしょうか。 

 福島県会津若松市では、こうした取り組みに

ついて、社会福祉協議会を中心に行っていると

いうことであります。当然、市と連携をとった

事業のようですので、長井市においてもご検討

いただければと思いますが、いかがでしょうか。

市長にお伺いいたします。 

 次に、大項目２のＩＷＣ（インターナショナ

ル・ワイン・チャレンジ）山形県開催に向け地

場産日本酒の売り込みをについてお聞きをいた

します。 

 去る１月31日の山形新聞に「ＩＷＣ日本酒審

査会・本県開催の契約調印」の記事がありまし

た。世界最大規模のワインコンテスト、インタ

ーナショナル・ワイン・チャレンジのＳＡＫＥ、

日本酒部門審査会を県内で開くための契約調印

式が行われ、ことし５月13日から18日の本県開

催が正式に決定、日本を初め各国から日本酒約

1,500本が出品され、世界一のチャンピオン酒

の座を争うというものであります。 

 日本酒が対象のＳＡＫＥ部門は2007年に設定

され、国内での開催は東京、神戸市に次いで山

形が３回目となるようであります。国内外の日

本酒バイヤーや酒ソムリエなど、十数カ国の計

57人が審査に当たり、関連イベントの試飲会に

は数千人規模が来場するという世界的な大イベ

ントであります。 
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 日本では、平成26年６月に、特定農林水産物

等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）

が制定され、平成27年６月から運用開始されて

います。通称ＧＩと呼ばれているようです。山

形県内では「米沢牛」、「東根さくらんぼ」、

そして国税庁において日本酒の「山形」の名称

が登録されています。国税庁による酒類の登録

については焼酎などの蒸留酒やブドウ酒などが

登録されていますが、清酒部門で産地の名称が

入っているのは、石川県の「白山」と山形県の

「山形」の２つしかないというもので、山形県

の酒づくりの技術の高さを物語っております。 

 ＩＷＣのＳＡＫＥ部門の都道府県別の金賞受

賞数を見ると、山形県は2014年から17年まで４

年連続第１位というすばらしい成績を残してお

ります。こうしたこともＧＩとして登録された

ゆえんだと思います。 

 山形県の酒質向上に大きく貢献された方の一

人が県工業技術センターで30年以上にわたりか

かわられた川西町出身の小関敏彦氏であります。

山形県内には54の酒蔵があり、当時、酒造業界

の体質も弱く販売力もない中で、高級酒路線に

かじを切り、酒米を独自に開発、若手技術者や

オーナーとの交流会や勉強会を立ち上げ、取り

組んだそうであります。酒の酵母開発やこうじ、

原料米、売れ筋商品の分析、さらに、県内の酒

は全てデータ分析し、製法も県内の蔵元に公開

したとのことで、そうした地道な研究と開発が

実を結び、信頼できる品質として保護するＧＩ

という国のお墨つきとなったものであります。 

 こうしたことを受け、質問に入ります。 

 ＩＷＣという世界的権威のある世界的イベン

トがことし５月に山形県で開催されるわけです

が、長井市としてどう捉えているのか、また、

山形県がようやく誘致に成功し、知事はオール

山形で成功に導き、美酒県山形を世界に広める

と意気込んでいるとの報道ですが、市長として

県と一体となった取り組みをどのように考えて

おられるのか、お伺いいたします。 

 また、県でもこのイベントに向け、県産酒の

パンフレット等を作成し、売り込みを図るので

はないかと思います。長井市には３つの酒蔵が

ありますが、市としても独自にパンフレットを

作成してはいかがでしょうか。それも多言語版

を含めて作成し、売り込みを図るべきと考えま

すが、いかがでしょうか。市長の見解をお伺い

いたします。 

 さらに、やまがた長井観光局による旅行商品

の開発なども考えられると思いますが、いかが

でしょうか。この件については、商工観光課長

にお聞きをいたします。 

 また、現在活動しているおきたま五蔵会との

連携なども考えられると思いますが、いかがで

しょうか。商工観光課長にお聞きをいたします。 

 次に、山形県で開発した酒米は、地元で栽培

できないのかについて、農林課長にお聞きをい

たします。山形県で開発した酒米には、ＤＥＷ

Ａ33や出羽の里のほか、最近デビューした雪女

神があります。こうした酒米を長井市で栽培す

ることが難しいというようなお話をお聞きした

のですが、どのような仕組みになっているのか、

お聞かせいただきたいと思います。特に、雪女

神は大吟醸系の酒米として利用されるというこ

とで、栽培管理も厳格にされていると聞くので

すが、県内の状況も含めてお聞きをいたします。 

 最後の質問となります。市民に愛される日本

酒に向けた乾杯条例について、お聞きをいたし

ます。 

 乾杯条例については、平成26年２月の県議会

でやまがた県産酒による乾杯を推進する条例が

可決されております。県単位では全国で４番目

ということであります。その後、県内の市町村

でも同様の動きがあり、山形市や高畠町など幾

つかの市町村で条例を制定しております。いず

れも議会発議による条例案のようですが、長井

市として地理的表示ＧＩの指定を受けた「山
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形」の日本酒をさらに強くアピールするために

は、乾杯条例なども有効なのかと思っているの

ですが、地場産品としての日本酒、そして現在

開発中の長井産ワインなどを含めたアピールに

ついて、市長の見解をお伺いいたします。 

 以上お伺いし、壇上からの質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 平 進介議員から大きく２点、

合計で８点ぐらいご質問いただきました。順次、

お答え申し上げます。 

 まず最初に、私ども長井市で今年度に、長井

市の空家等対策計画を策定したわけでございま

すが、その大きな狙いは、国の支援をいただき

ながら、危険空き家の除去やら、あるいは活用

できる空き家を国から支援いただいて、これら

さまざまな対応ができるということで、遅くな

ってしまいましたけれども、置賜では私どもと

南陽市と白鷹町だけというふうに聞いておりま

す。順次お答えいたしますが、まず、議員から

は、自治会等が除去する場合も補助対象にでき

ないのかというようなご提言でございます。郡

上市のほうでそういった事例があるということ

で、この内容は、危険空き家の所有者やその土

地の所有者が危険空き家を除去しない場合には、

その所有者の同意を得て、自治会等が解体除去

をすることができるとしているようでございま

す。除去費用については、独自の補助金制度を

設けているようで、100万円を上限に市から自

治会へ補助金として支払われると聞いておりま

す。 

 現在のところ、長井市におきましては、特定

空き家の所有者が国の補助金制度を活用し、み

ずから除去を進められるよう、取り組んでまい

りたいというふうに考えておるところでござい

ます。これを基本として考えておりますが、来

年度から取り組みを始めてまいりますので、ど

のような案件が出てくるのか、まだ手探りの状

況でございます。所有者がどうしても危険空き

家を解体することができず、地区等がかわって

除去を行いたいといった要望等が出てまいりま

したら、今後とも検討してまいりたいと考えて

おりますが、郡上市のように100万円を上限に

全て市で補助するというのはできるだけ避けた

いと。やはり５分の２の国の支援をいただいて、

私どもとしては基準を150万円、解体費用と考

えておりまして、そのうち40万円を国で、そし

て長井市で40万円、違いましたね、120万円で

したね、ごめんなさい。120万円を基準といた

しまして、国で40万円、市で40万円、そして、

あれ、ちょっと違いますね。やっぱり60万円、

60万円、30万円ですね、150万円を基準に考え

ておりまして、国から60万円と市で60万円、そ

して所有者が30万円ということで考えておりま

す。 

 所有者にとりましては５分の１の負担で５分

の４の国の支援を受けて、危険空き家の除去を

できるということでございますので、これを所

有者が嫌だと、しないと言ってかわりにその地

区で、例えば、これにかわってされるという場

合のケースについては、その状況等々を見まし

て、いろいろ検討してまいりたいというふうに

思います。大変失礼しました。 

 ２点目、固定資産税の減免制度のインセンテ

ィブを設け、除去促進を図れないかということ

でございます。 

 課税の仕組みとしては、住宅が取り壊されれ

ば当然、住宅用地の課税標準特例は解除され、

本則課税になります。取り壊した後の一定期間、

宅地としての本則の税額と住宅用地の課税標準

特例適用後の税額との差額を減免することによ

って、特定空き家などの危険空き家の除去促進

を図れないかということでございますが、これ

については、議員ご指摘のとおり、減免を制度

化しているという事例があるようでございます。

早速、実施している自治体に問い合わせてみま
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したところ、１点目は、減免の件数、実績につ

きましては長井市と人口規模が近い、人口約２

万6,000人の福岡豊前市では、平成26年度から

実施しておりまして、年間10件から20件の実績

ということでございました。他の自治体の実績

を見ても年間10件に満たない程度でございまし

た。 

 次に、２点目でございますが、税を減免した

ことにより、危険空き家等の除去が促進された

かということにつきましては、効果があると回

答したところがある一方で、減免措置だけをも

って解体を決断されているわけではないと考え

ているところもあり、評価はまちまちで定まっ

てないような状況でございました。 

 今後、このような制度を実施するかどうかに

つきましては、少し事例などもさらに調べなが

ら、慎重に検討すべきであると考えております。

いずれにしましても、危険な空き家をなくす、

少なくするためにはどうすべきか、また市民の

安全安心を確保するという公益性も勘案しなが

ら、総合的な検討をする必要があると認識して

ます。 

 また、減免するとすれば、ランクＡ、Ｂ、Ｃ

の空き家も減免の対象にすべきではないかとい

うことでございますけれども、ランクの低い、

つまり危険度の低い優良空き家に対しては、除

却を進めるというよりも簡易な修繕をすれば十

分活用できるケースもあるわけでございますの

で、このような場合は空き家としての有効活用

を図ることのほうが効果的である場合もあると

考えます。 

 このたび開設いたします空き家バンクには、

当面ランクＡの空き家を登録する予定でござい

ますので、減免を実施する際にはこのような優

良空き家の活用策との整合性を見きわめた上で

対象を判断しなければならないと考えておりま

す。 

 なお、議員からのこういうご提言とは別に、

危険空き家ということでＤランクの空き家を協

議会で判定して定めた場合、それらは、いわゆ

る減免の措置がなくなると、そのままでもです

ね。ですから、危険空き家と指定されますと６

倍になると、税額が。ですから、そのまま建て

ておいても、いわゆる更地にした場合の固定資

産税の６分の１の減免がなくなるからそのまま

にしておきたいという所有者に対しては、もう

そのまま危険空き家を放置した段階で認定を受

ければ、指定ができれば、特例が排除されるわ

けですから、税金が高くなると。ですから、早

く撤去するように進めていくという考え方でご

ざいます。 

 続きまして、この１番目のご質問の（２）の

空き家を住民が集う地域サロン等に活用する場

合の支援措置ということでございますが、まず

は所有者に対する固定資産税の減免措置という

ことですが、空き家の利活用の促進という観点

から、空き家を貸して利活用した場合は、固定

資産税を減免する制度を整えられないかという

ご提言でございますけれども、現行の制度では、

市税条例第60条の減免要件のうち、公益のため

に直接占用する固定資産ということで、具体的

には公民館のように広く地域の集会の用に供さ

れているものや、学校法人や宗教法人、社会福

祉法人以外のものが設置した幼稚園において直

接保育の用に供されているものがいずれも無料

で貸してる場合に限られますけれども、減免の

対象とされております。 

 議員がおっしゃるような、例えば、ＮＰＯ法

人が空き家を借りて公益性の高い事業の用に供

してる場合は、地方税法第367条っていうとこ

ろの減免することができる特例の事情に該当す

るのかどうかといった法解釈の検討の余地があ

るのかなど、今後の研究課題とさせていただき

たいと。 

 やはり固定資産税っていうのは、我々市町村

にとっては固有の、数少ない財源の一つでござ
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いますんで、むやみに減免措置を特例で乱発す

るというのは、やはり余り適切じゃないという

ふうに思っておりますので、今言いましたよう

に、その空き家の持ち主が無償で貸しますよと、

公的な利用をされる場合ですよ。そのときは検

討の余地があるかもしれませんけれども、果た

して所有者がどう考えられるかということもあ

りますので、実際にそういった事例が出てきた

場合にぜひ検討させていただきたいと思います。 

 続きまして、空き家を住民が集う地域サロン

等に活用する場合の支援措置として、利活用す

る場合の改修支援でございますが、空家等対策

計画では地域における空き家等の活用としまし

て、利活用を望まれる空き家等について、民間

での流通の促進を図るのと同時に、地域におけ

る活用を検討していくこととしております。市

や地域が主体となってまちづくりに資する滞在

体験施設、交流施設、体験学習施設等の用途と

して利活用を行う場合は、国の空家再生等推進

事業を活用し、事業を行うことが可能となりま

す。 

 実施に当たっては、所有者の同意はもちろん

必要になりますが、行政課題や地域課題を踏ま

えながら、空き家対策協議会の意見を聞きなが

ら進めることになりますが、こちらの事業を活

用すれば、地区サロンの開設や建物の改修に要

する費用についても補助金が活用できるように

なります。この場合、所有者、地区負担ってい

いますかね、活用する側が３分の１、国が３分

の１、そして市の負担が３分の１ということで、

３分の２の支援を受けて活用、整備することが

できるということでございます。 

 この項の最後でございますけれども、地域づ

くり事業としての取り組みの可能性ということ

で、議員からもありましたように、西根地区な

どはコミュニティセンターとしてこの４月から

新たにスタートするわけでございますが、交付

金事業は基本的に計画に沿った事業であり、地

域で実施することは可能だというふうに思って

おります。 

 質問内容の、行きたくても行けない事情を改

善するならば、事業を地域づくり交付金事業と

して提案されている歩いて行ける身近な空き家

を活用することと、そうでなく、ミニディの場

所まで送迎することの２つの事業方法が考えら

れるのではないかというふうに思います。 

 続きまして、大きな質問の２項目め、インタ

ーナショナル・ワイン・チャレンジ山形県開催

に向けた地場産日本酒の売り込みをということ

で、山形県で開催されるＩＷＣを長井市として

どう捉えてるかということでございます。 

 これは、ＩＷＣは、イギリスのウィリアム・

リード・ビジネス・メディア社が主催する世界

最大規模のワイン品評会であると。そのＳＡＫ

Ｅ部門の審査会が山形県で開催されるというこ

とで、これは大変すばらしい催し物だなと思っ

ております。 

 議員よりお話のありましたとおり、2012年の

東京や2016年の神戸に続く国内３回目の開催で

あり、国内外のバイヤーやソムリエなどが訪れ、

審査会を開催すると同時に試飲会なども開催さ

れ、たくさんの方々が訪れる世界的なイベント

だと聞いております。山形県のお酒は、都道府

県別に見た場合、議員からもありましたように

ここ４年連続で１位を獲得しており、また、最

近11年間の金賞受賞総数も30と、第２位の19を

大きく引き離しているなど、山形県のお酒が高

い評価を得ておりますし、長井市においても３

つの酒蔵があることから、いろんなＰＲ方法を

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、誘致に成功した山形県と市町村の取り

組み内容はということでございますが、県では、

本イベントのか開催に合わせて、ＩＷＣ2018

「ＳＡＫＥ部門」やまがた開催支援委員会を設

立し、県一体での取り組みを目指しております。

長井市におきましても、平成30年度予算でお願
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いしておりますが、負担金の拠出を予定してお

りまして、今後、事業内容の詳細につきまして

は詰めていかなければならないと考えておりま

す。 

 今回のＩＷＣ招致の目的として、酒どころや

山形の知名度、ブランド価値の向上がまず１点

目。２点目は、県産酒を初めとする県産品の取

引拡大、販路拡大。３点目がインバウンドの増

加、交流人口の拡大を目的としています。世界

的規模のイベントでありまして、影響力、情報

発信力を持つ審査員などが来県することなどか

ら、お酒に限らず、県内や市内のいろんな魅力

を発信するチャンスであると考えております。

長井市のＰＲはもちろん、県内の関係機関、団

体と連携した取り組みを行うことによって、長

井市とその周辺と山形県全体が大きな成果を生

んでいけるような取り組みにしていければとい

うふうに考えております。 

 長井市独自に日本酒限定のパンフレットを多

言語版も含めて策定してはということでござい

ますが、開催支援委員会におきまして、歓迎レ

セプションや山形の酒づくりセミナー及び、県

内観光地視察、一般参加者によるチャリティー

試飲会などを予定しております。具体的な内容

等につきましては今後詰めていくことになるか

と思いますが、審査会のみではなく、関連事業

も行うことから、どのように長井市がＰＲして

いけるか、やまがた長井観光局とも協議しなが

ら検討をしてまいりたいと思います。 

 これに合わせて、独自のパンフレットをどう

するかでございますが、県においては、やまが

た冬のあったか回廊キャンペーンに合わせて、

置賜地域の17の酒蔵が紹介されたチラシを策定

しております。長井の酒蔵紹介のチラシとして

は、こちらを活用していきたいと思います。 

 また、海外向けには、ＳＮＳ等の手段が有効

であると思いますので、ＩＷＣ2018「ＳＡＫＥ

部門」や、やまがた開催支援委員会のフェイス

ブックページと連携した取り組みや、多くの方

に長井市を選択して訪れてもらうために、ＳＮ

Ｓやインターネット等広く情報発信できる手法

を検討してまいりたいと思います。 

 最後に、市民に愛される日本酒に向けた乾杯

条例についてでございますが、議員からお話ご

ざいましたように、山形県は地理的表示ＧＩの

指定を受けております。で、長井市におきまし

てもまずは、県のほうでは地質や水質などの自

然的要因と杜氏による伝承技術などの人的要因

などを総合的に判断して、県では指定したと。

長井市においてもおいしい水であったり、技術

の伝承において十分ＰＲしていけると思います。 

 長井のお酒をアピールする手法といたしまし

て、乾杯条例や独自パンフレットの作成など、

さまざまな方法をご提案いただきました。今後、

市民の方々や議員の皆様とともによりよい方法

を検討してまいりたいというふうに考えます。

以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 これからの各課長さんの答弁も

いただくわけですが、時間が押しておりますの

で、時間内でなるべくできますように、ご協力

をお願いします。 

 伊藤亮一税務課長。 

○伊藤亮一税務課長 住宅の敷地に供されている

土地に対しましては、地方税法第349条の３の

２及び第702条の３の規定により、それぞれ固

定資産税、都市計画税の課税標準の特例が適用

されております。住宅の敷地に供されている土

地であることの認定は、総務省自治税務局固定

資産税課長通知、これを根拠としてなされてお

ります。この通知では、賦課期日、つまり１月

１日現在でございますが、現に人が居住してい

ない家屋については、構造上住宅と認められ、

かつ、居住以外の用に供されるものではないと

認められる場合には住宅とすると示されており

ますので、空き家となっても引き続き特例を適

用してるところでございます。 
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 なお、平成27年の空家等対策の推進に関する

特措法の施行に合わせまして、地方税法第349

条の３の２第１項が改正されております。内容

としては、特措法第14条第２項で定めておりま

す市町村長による空き家の除去でありますとか

修繕等の勧告、これがなされた場合は、空き家

が存在していても特例の適用対象から除かれる

ことがここで明文化されたところでございます。

以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 多田茂之建設課長。 

○多田茂之建設課長 私からは、６項目のご質問

にお答えをさせていただきます。 

 １つ目は、長井市空家等対策計画の策定によ

り、取り組みはどう変わるかについてでござい

ますが、長井市における空家等対策計画の方向

性が明確となりまして、建設課を総合窓口とし

て庁内の各部署、各団体が連携することで空き

家対策を総合的に推進することができるように

なりました。そして、この計画の策定により、

利活用も困難な特定空き家等については、除去

を行う所有者に対して、空き家再生等推進事業

を活用した国の補助制度を活用できるようにな

りました。 

 また、所有者がみずから除去することが困難

な特定空き家についても、無償譲渡などを受け

ながら、市が国の補助制度を活用し、除去を行

うことが可能となっております。 

 続きまして、特定空き家等と実態調査結果の

老朽危険度Ｄランクは一致するかと、老朽危険

度Ｄランク72戸を含む特定空き家等への取り組

みについてでございますが、空き家のＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄランクは、老朽度危険度判定表につきラ

ンクつけされたもので、特定空き家等と判断さ

れるものにつきましては、国土交通省が示すガ

イドラインを参考に山形県が作成しました特定

空き家等の判定表をもとに、空き家を再度判定

いたしますもので、同じものではございません。 

 そして、老朽危険度判定表は、空き家の状態

や状況を点数化し、危険度判定するもので、特

定空き家等の判定表は空き家の状態や状況以外

にその空き家が周辺やほかの人にどれぐらい悪

影響を与えているかなどを判定し、空き家対策

協議会において特定空き家として認定するため

の資料となります。例えば、Ｄランクの空き家

でも周辺に民家がなくて、ほかにほとんど迷惑

をかけないような場合は認定にはならないかも

しれませんし、Ｃランクの空き家でも住宅密集

地で周辺に重大な悪影響を及ぼしていれば認定

となる場合があるかもしれません。 

 いずれにしましても空き家が発生してから常

に時間が経過してまいりますので、状況は日に

日に悪化していると思います。今後、改めて調

査を行い、これらが該当しそうですという結果

が出た上で、公益性の観点から空き家対策協議

会にお諮りし、意見をお聞きしながら、特定空

き家等に認定を行うこととなります。事業を早

期に進める上で、特定空き家判定調査をしっか

りと行うことが重要になると考えております。 

 そして、次の質問、相続人不存在の空き家８

戸の対応はでございますが、財産管理人制度は

財産の所有者や相続人が不明な場合に家庭裁判

所が選任した財産管理人が当事者にかわって財

産の保存や処分を行う制度でございます。ご質

問の相続人不存在の空き家が今後、特定空き家

に認定となった場合は、司法書士や弁護士など

との連携を図りながら、財産管理人制度の活用

や補助事業の検討などを行うことで、特定空き

家の除去を進めてまいりたいと考えております。 

 また、緊急度の高い切迫性等を総合的に判断

することで、危険ランクの高いものを重点対策

空き家として取り扱って対応してまいりたいと

思います。 

 そして、空き家除去に対する支援の、除去に

より生じる……。 

（「それはいいです」の声あり） 

○多田茂之建設課長 いいですか、はい、わかり
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ました。 

 最後、危険空き家の除去にかかわる補助金の

額でございますが、先ほど市長からありました

ように、所有者がみずから空き家住宅の除去を

行う場合の除去事業では、補助金の交付対象と

なる経費の５分の４に相当する額が補助対象額

となりまして、想定される工事を150万円と算

定し、補助金上限を120万円と設定しておりま

す。 

○渋谷佐輔議長 遠藤敏広農林課長。 

○遠藤敏広農林課長 私からは、酒米の生産、雪

女神について、地元で栽培できないかというご

質問にお答えいたします。 

 雪女神につきましては、山田錦と同等以上の

酒質が得られるということで、大吟醸に適した

山形県の酒米奨励品種といたしまして、平成26

年に採用されたところでございます。 

 市内で酒米として生産されている品種にはＤ

ＥＷＡ33、出羽の里などがございまして、いず

れも市内の酒蔵や農協と出荷買い取り契約を結

んでおります。 

 このように、酒米を栽培する場合は、酒蔵が

出荷販売できることが前提となりますので、ま

ず生産者が酒蔵や農協と協議することが必要に

なってきます。また、生産者の方が雪女神を栽

培する場合、県で目標とする雪女神の品質がご

ざいますので、その高い品質を維持するための

基本指標や理想的な成育相、施肥、買い取り時

期、成育診断、対応技術など、栽培マニュアル

をきちんと守っていただく必要もございます。 

 平成29年の栽培状況でございますが、県内、

まだ発表になってございませんけども、置賜管

内について申し上げますと、西置賜管内はござ

いませんが、東南置賜管内で米沢市が172アー

ル、高畠町が245アール、南陽市で420アール、

川西町で112アールの計949アールということで

作付している状況でございます。雪女神を栽培

したいという生産者がいらっしゃる場合は、こ

ちら農林課にご相談いただければ、農協や県と

ともに対応させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 中田浩之商工観光課長。 

○中田浩之商工観光課長 私には、２項目のご質

問でございます。時間の関係上、１つの答弁で

お答えさせていただきます。 

 このやまがた冬のあった回廊キャンペーンの

一環としまして、お酒にかかわる商品を２つ販

売いたしました。１つはご質問にありますおき

たま五蔵会の酒蔵めぐり、そしてフラワー長井

線のワイン列車でございます。こちらはいずれ

も定員をオーバーしたり、定員に近い集客だっ

たり、場合によってはキャンセル待ちというふ

うなことで非常に集客力がございました。 

 お酒を伴う旅行ということで、宿泊を伴った

り、あるいはお土産の単価も非常に客単価が上

がったということで、旅行商品として非常に大

きな手応えを感じているところでございますの

で、議員のご質問にもありましたように、市内

の３蔵元及び五蔵会ともさらに今後連携してま

いりたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ５番、平 進介議員。 

○５番 平 進介議員 丁寧に答弁いただきまし

てありがとうございました。 

 最初のほうの空き家の適切な管理促進に向け

ては、やっと計画でたばかりで、これから始め

るというようなことでありますので、私、申し

上げたことについてもこれから事例、事案が出

て検討いただくというふうなことになるんだと

いうふうに思いますが、危険空き家が早く解決

できるような形になればというふうに思ってい

るところでございます。 

 この件については、ちょっと資料も税務課長

さん、それから職員の方にいろいろ見ていただ

きながらつくったもんで、ぜひ紹介したかった

んですが、機会を改めてできたらなというふう

に思っております。 
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 あと、次のＩＷＣの関係ですが、こないだ山

形県のものづくりＰＲの動画出まして、「もの

の婦」だったんですが、渡部陽一さんという方、

戦場カメラマンが監督されたことっていうこと

で、長井の長沼酒造の長沼真知子さんが女杜氏、

こうやって「惣邑」っていう名前もちゃんとこ

う出て、100万回動画見たっていうふうなこと

ですので、そうしたこと、それから福島県の浪

江町からおいでになって、鈴木酒造長井蔵ある

わけですので、ぜひこうしたところも含めて長

井でしっかりとＰＲしていただいて、できれば

すばらしいパンフレットなどもつくっていただ

けたらありがたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

 

 内谷邦彦議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位９番、議席番号４番、

内谷邦彦議員。 

  （４番 内谷邦彦議員登壇） 

○４番 内谷邦彦議員 長井創生の内谷邦彦です。

しばらくおつき合いいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 私が企業に勤め、営業職として働いていた際

に常に頭に置いていた言葉があります。それは、

チャンスの神様には前髪しかないという言葉で

す。スポーツ、ビジネスなど何においても成功

する人たちは全てチャンスをつかんできた人た

ちです。成功できない人はチャンスがなかった

のではなく、チャンスをチャンスとして捉える

ことができない、またはチャンスをつかむ行動

をしないために成功できないと言われています。 

 目の前にあるチャンスを逃がさないようにが

っちりつかむことは重要なことです。チャンス

の神様には前髪しかないというのは、チャンス

の神様があなたの前からこっちにやってきます、

その神様をすぐにつかんでチャンスをゲットす

るか、もうちょっと待とうか悩む瞬間、チャン

スを目の前にしたときこんな迷いは誰にでもあ

ると思います。そんなとき、神様をすぐつかも

うとした人は前髪をむんずとつかみチャンスを

ゲットすることができるのです。でも、さんざ

ん迷ったあげく通り過ぎ去っていこうとするチ

ャンスの神様の後ろ髪をつかもうとした人は、

チャンスの神様には前髪しかなく、後ろに髪が

ないので神様をつかむことができず、つかもう

とした手は空振りとなり、せっかくめぐってき

たチャンスを物にできなかったこととなります。 

 この言葉は、ギリシャ語で言う機会、チャン

スを意味するギリシャ神話の男性の神、カイロ

スに由来しています。カイロスは、前髪は長い

が後ろに髪がない美少年であったとされていま

す。ここからチャンスの神様には前髪しかない

と言われるようになったとのことです。 

 実生活においてもあのとき何々を買っておけ

ばよかったなどと、あのとき、あのようにして

おけばよかったと思うことはたくさんあると思

います。ただし、時間を戻すことは不可能であ

るためにその機会は二度と戻らないのです。 

 では、どうしたらよいか。常にチャンスが来

たときに備え準備をしておくこと、そしてチャ

ンスだと思ったら二度とないと思って飛びつく

ことです。長井市においてもさまざまなことに

備え準備し、チャンスが来た際にはぜひ前髪を

つかんで逃がさないようにしていきたいと思っ

ております。 

 通告書の１項目、今後の財政状況について伺

います。 

 今回、公共施設整備計画により事業を推進す

る状況の中で、財政的な負担が大きくなること

が考えられます。しかし、今やらなければでき

なくなる事業ばかりなのではないでしょうか。

今やらなければやる機会を失い、改修や修理で


